
東京大学『サスティナブル未来社会創造プラットフォーム』コンソーシアム内規 

 

１．年会費、及び運営委員会参加資格 

（１）議長 1 名：会員より選任・承認され、総会の議事を進行、運営する。 

（２）運営委員長 １名：運営委員から選任、総会で承認され、本コンソーシアム活動 

をとりまとめる。 

（３）運営副委員長 1 名：運営委員から選任、総会で承認され、運営委員長を補佐し、本

コンソーシアム活動をとりまとめる。 

（４）監事 1 名：運営委員から選任、総会で承認され、本コンソーシアムの会費の状況を

監査する。第１９条に定める事務局の組織に属さない運営委員から選任する。 

（５）コーディネーター 1 名：運営委員会で選任、承認され、本コンソーシアムの活動を

推進する。 

（６）アドバイザー 若干名：運営委員会で選任、承認され、本コンソーシアムの活動に

ついてアドバイスをする。 

（７）ワーキングリーダー 各 WG に１名：WG に参加する会員から選任、運営委員会で

承認され、WG を統括、推進する。 

（８）テーマダイレクター 若干名：第２１条に規定する個別テーマに参加する会員から

選任、運営委員会で承認され、個別テーマを統括、推進する。 

（９）オブザーバー 任意：本コンソーシアムの趣旨に同意し、運営委員会での承認され

た場合、非会員として限定期間に会員会に出席することができる。但し、会員の権

利を有しない。期間は運営委員会で決定する。 

（１０）上記記載のメンバーは第１２条２項の会員等に含まれる。 



 
２．役員の兼務 

運営委員会の承認を得ることにより、役員の兼務を妨げない。 

３．参加組織当たりの出席可能人数 

参加口数当たり２名を参加可能人数とする。 

 

 

 

 

〔制定 令和元年 5 月 1 日〕 


